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「（仮称）第四次座間市総合計画」の策定方針

総合計画は、 長期的な展望に立って地方自治体の目指すべき将来像を描き出し、

その実現に向けて総合的かつ計画的な行政の経営のための指針を示すものです。

本市では、平成３ 年度を初年度と した第三次座間市総合計画を策定し、将来像を

「 みなぎる活力と やすらぎが調和すると きめきのまち」 と 定め、平成２ ２ 年度を目

標年次と し、 まちづく り を進めてきました。 しかし、第三次座間市総合計画が策定

された平成３ 年頃と 比べ、市を取り 巻く 環境は大きく 変化しており 、新たな時代を

迎えています。このよう な中、第三次座間市総合計画が平成２ ２ 年度に終了するこ

と から 、 新たな視点に立った次期総合計画の策定のための方針を定めます。

１ 次期総合計画策定の趣旨

社会経済環境の変化やバブル経済崩壊以降における経済の低成長による財政

状況の悪化など行政の経営資源の大きな制約に対応すると と もに、高度化・ 多様

化する市民のニーズに的確に応えるため、地方自治体には、経営的視点に立った

効率性・ 有効性の高い行政経営が、 より 一層求められています。

また、 地方自治体と市民（ 住民、 地域活動団体、 市民活動団体、企業など） と

の協働による住みよいまちづく り の実現のためには、具体性があり 、体系化され

た、 わかり やすい行政経営の指針を市民に示すこと が求められています。

このよう な中、現在の第三次座間市総合計画が平成２ ２ 年度に終了すること か

ら、経営的視点に立って、新たな時代に対応できる行政経営の指針を示し、協働

による住みよいまちづく り と 計画的な施策の推進を行う ため、新たな視点に立っ

た次期総合計画を策定します。

⑴ 総合計画の果たすべき役割

総合計画には、 行政経営の指針と して、 次の４ 点が期待されています。

・ 予算編成、 組織管理および人的資源管理を方向付ける こと

・ 成果の評価の基準になり 、 改善を促進すること

・ 各職場に期待される成果を見えるよう にするこ と
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・ 市民と 行政の協働を促進すること

これらの総合計画に期待される役割を踏まえ、本市の次期総合計画策定にあた

って、 次の４ 点を基本姿勢と するこ と と します。

・ 市民と 市の協働により 、 役割分担を明確にした計画づく り

・ 目標が明確で、 成果が評価できる計画づく り

・ 実行性を確保した計画づく り

・ 重点目標を明確化した計画づく り

また、上の４ 点を基本姿勢と して策定した総合計画の下で、次の３ 点に則った

行政経営を行う こ と と します。

・ 市民が成果を実感できる行政経営

・ 計画を組織目標と した行政経営

・ 計画を中心と して行政評価・ 予算編成・ 組織編成・ 定数管理が連動した行政

経営

図表１ 総合計画に期待さ れる役割と 計画策定にあたっ ての基本姿勢・ 新総合

計画下での行政経営
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⑵ 総合計画の構成・ 期間の見直し

次期総合計画策定にあたっての基本姿勢を踏まえ、次期総合計画の策定にあた

っては、 総合計画の構成と期間について、 次の５ 点の見直しを行います。

・ 計画期間を短縮（ ２ ０ 年→１ ０ 年） し、先行きの予測が難しい新たな時代に

対応し、 実効性を確保します。

・ 総合計画の構成を低層化（ ３ 層（ 基本構想・ 基本計画・ 実施計画） →２ 層（ 基

本構想・ 実施計画）） し、 簡素な構成と し 、 将来目標を定めていた基本構想

と 将来目標を実現するための手段（ 施策） の展開方向を定めていた基本計画

を一体化させ、 わかり やすい計画となるよう にします。

・ 基本計画を構成していた３ つの計画体系（ 部門別計画、地域別計画、重点事

業） を基本構想と一体化の上、部門別計画のみ策定すること と し、わかり や

すい計画と なるよう にします。

※ただし 、 部門別計画において、 地域別の特色に応じた施策展開が

必要な部門には、 地域別の施策の方向性を策定します。

・ 市民が市政に取組みを期待する最重要課題を中心に、重点目標と して掲げ、

「 ＜仮称＞戦略プロジェク ト 」 を策定し、重点目標を明確にし、成果を評価

できる計画と なるよう にします。

・「 ＜仮称＞戦略プロジェク ト 」 と具体的事業で構成され、毎年度の予算編成

の指針となる実施計画の計画期間、計画見直しの時期を同じ く し、明確化し

た重点目標の実効性を確保します。



4

２ 計画策定にあたっ ての基本姿勢

次期総合計画下での経営的視点に立った行政経営を踏まえ、次期総合計画を策

定するにあたっては、 次のこと を基本姿勢と します。

⑴ 市民と 市の協働によ り 、 役割分担を明確にし た計画づく り

～多く の市民が参加し、 生活者視点の計画づく り を進めます。 ～

多く の市民が参加、参画し、市民の意見をより 多く 取り 入れるための仕組みを

つく り 、 市民と の協働による生活者視点の計画づく り を行います。

また、目標を実現するための市民と 行政の役割分担を明確にした計画づく り を

行います。

⑵ 実行性を確保し た計画づく り

～確実に実現できる計画づく り を行います。 ～

厳しい財政状況の中で、計画の実現を図るため、地域全体の枠組みにおける経

営的視点に立った計画づく り を行う と と もに、他の事業計画の関連性や予算、人

事等の資源配分と の整合を図り 、施策、事業の実行性が担保された計画づく り を

行います。

重点目標

実行性

明確な目標
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⑶ 目標が明確で、 成果が評価できる計画づく り

～総合計画が何を目指し、 どれだけ達成できるのかがわかり ます。～

総合計画が何を目指し、どれだけ達成するのかと いう 目標を明確にし 、成果が

わかると と もに、 評価が適正にできる計画づく り を行います。

⑷ 重点目標を明確化し た計画づく り

～メ リ ハリ のある総合計画と し、政策についてより 身近に感じるこ と ができるよ

う にします。～

市民が市政に期待する取組みを中心に、具体的で分かり やすく 、目標の優先順

位を明確にする計画づく り を行います。

３ 次期総合計画下での行政経営における基本姿勢

総合計画を中心と した総合的かつ計画的な行政の経営により 、市の将来像が効

率的に実現されるよう 、次期総合計画下で経営的視点に立った行政経営を以下の

と おり 進めます。

⑴ 市民が成果を実感できる行政経営

行政経営において、「顧客・ 消費者」 である市民の評価を高めること を基本姿

勢と し、 行政経営を進めます。

⑵ 計画を組織目標と し た行政経営

各職場に期待される成果を見えるよう にし 、成果の評価を明確にし、各職場に

おける積極的な改善を促進すること を基本姿勢と し、部が政策を、課がそれを実

現するための施策をそれぞれの組織目標と し、計画体系と組織目標が一致した行

政経営を進めます。
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⑶ 計画を中心と し て行政評価・ 予算編成・ 組織編成・ 定数管理が連動し た行政

経営

職員、 財源などの行政経営資源の管理・ 配分である予算編成・ 組織編成・ 定数

管理を、総合計画の進行管理と しての行政評価と連携させ、ニーズ・ 成果の十分

な把握の下、効率的・ 有効的な行政経営資源配分による行政経営を進めます。

図表２ 計画を中心と し て行政評価・ 予算編成・ 組織編成・ 定数管理が連動し

た行政経営イ メ ージ図
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４ 次期総合計画の期間と 構成

総合計画は、 今後の急速な社会環境の変化の中で、 その変化に適切に対応し、

計画の実行性を確保する必要があり ます。次期総合計画の策定にあたっては、総

合計画の構成と期間について、 次の点を考慮し、 見直しを行います。

⑴ 計画の期間について

本市では、平成３ 年度を初年度と した第三次座間市総合計画を策定し、将来像

を「 みなぎる活力とやすらぎが調和すると きめきのまち」 と 定め、平成２ ２ 年度

を目標年次と し、 まちづく り を進めてきました。

この間、第三次座間市総合計画策定時に比べ、少子高齢化の進行・ 人口減少社

会の到来、国内産業の空洞化、地方分権の進展と不十分な財源移譲、 環境への意

識の高まり 、情報化・ 国際化の進展やＮＰ Ｏ法制定による市民活動の活性化等地

方自治体を取り 巻く 社会経済環境は、急速に、また、大きく 変化しており 、先行

きが予測しにく い時代になっています。

その中で、基礎的自治体である市は、 自らの意思と責任をもって創意工夫し、

地域社会を持続的に発展させていかなければなり ません。そのためには、様々な

社会制度の改正や、経済状況の変化、市民ニーズの高度化・ 多様化等に敏感に対

応し、行政経営を行いながら、新たな課題に対して具体的な成果を示していく 必

要があり ます。

また、保健福祉分野における法定計画の計画期間は、社会環境の変化を考慮し、

３ ～６ 年のものが多く 、 これらの個別計画と の連携も必要です。

以上のこと を総合的に考慮し、新たな時代に対応した、より 具体性のある計画

づく り を行う ため、次期総合計画は、現在の総合計画の基本構想の計画期間２ ０

年を短縮し、 計画期間を１ ０ 年と します。

⑵ 計画の構成について

計画期間を１ ０ 年と し、より 具体性があり 、成果が評価できる計画と するため

には、将来像とその実現のための施策を体系的にわかり やすく 整理する必要があ
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り ます。そこで、現在の基本構想と基本計画を一体化し、具体性のある基本構想

を目指すと と もに、 より 戦略的な実施計画づく り を行います。

① 総合計画の構造

現在の総合計画の「 基本構想、基本計画、 実施計画」 の３ 層構造を、 次期総合

計画では、「基本構想、実施計画」 の２ 層構造と し、総合計画の構成を低層化し、

簡素な構成と します。これにより 、将来目標を定めていた基本構想と 将来目標を

実現するための手段（ 施策） の展開方向を定めていた基本計画を一体化させ、 体

系的で具体性のあるわかり やすい計画となるよう にします。

また、総合計画を２ 層構造にすること により 、３ 層構造のう ちの１ つである基

本構想のみが市議会の議決対象であったものを、 従来の３ 層構造であれば２ つ

（ 基本構想、基本計画） までのより 具体的な計画内容を議決対象と するこ と にな

り 、 市民意見をより 反映した総合計画となるよう にします。

さらに、市民が市政に取組みを期待する最重要課題を中心に、重点目標と して

掲げ、「 ＜仮称＞戦略プロジェク ト 」 を策定し、重点目標を明確にし、 成果を評

価できる計画と なるよう にします。

ア 基本構想

本市の将来像及びその将来像を実現するための必要な政策・ 施策を示します。

基本構想の策定にあたっては、将来の本市を取り 巻く 環境の変化を予測し、こ

の１ ０ 年（ 目標年次： 平成３ ２ 年度） で目指すべき将来目標を設定します。

イ 実施計画

基本構想で定めた施策の展開方向に基づく 具体的施策、事業で行財政経営と の

整合を図り つつ、毎年度の予算編成の指針と なるものです。計画期間は、 ４ か年

と し、 ２ 年ごと にローリ ング（ 改訂） します。

ウ ＜仮称＞戦略プロジェ ク ト

政策・ 施策・ 事業と いう 計画階層にこだわるこ と なく 、市民が市政に取組みを

期待する最重要課題を中心に、重点目標と して掲げ、その達成のための具体的な

戦略を明確にするものです。プロジェク ト 期間は、 ４ か年と し、 ２ 年ごと にロー

リ ング（ 改訂） し、重点目標の実現性を実施計画編成により 確保します。
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図表３ 次期総合計画体系概要図
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図表４ 次期総合計画の計画期間

基本構想（ 平成23年度～32年度）

第１ 次実施計画（ 平成23年度～26年度）

第２ 次実施計画（ 平成25年度～28年度）

第１ 次戦略プロジェク ト （ 平成23年度～26年度）

第２ 次戦略プロジェク ト （ 平成25年度～28年度）

② 地域別計画

また、第三次総合計画では、本市を６ 地域に区分した地域別計画を策定しまし

たが、地域ごと のまちづく り のための計画は、都市マスタープランを始めと した

部門別個別計画の中で、地域特性に配慮した計画を策定した方が、より 有効的で

あるため、 次期総合計画では策定しないこと と します。

ただし、部門別計画において、地域別の特色に応じた施策展開が必要な部門に

は、地域別の施策の方向性を策定します。その際においても、比較的狭い市域の

面積や部門別個別計画の地域区分を踏まえ、 ３ 地区程度の地域区分と します。
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⑶ 計画の見直し について

近年の社会経済状況の急速で大規模な変化に対応し、総合計画の適時性を確保

するため、 ５ 年をめどに見直しを行う こと と します。

見直しに際しては、総合計画の進行管理と しての行政評価による総合計画の進

行・ 実現性を把握の上、行政の継続性を確保し、信頼感のある行政経営を行う 必

要性に配慮しつつ、法制度や社会経済状況の変化への対応の必要性や次期総合計

画が掲げる将来像の実現に効率的かつ有効に効果を発揮しているかなどの必要

性、 効率性、有効性、 優先性の視点から見直しを行います。

５ 個別計画と の調整・ 整合

行政経営においては、既存の計画・ 事業について、その必要性・ 有効性を厳し

く チェッ ク し、効率的な行政経営を行う 必要がある一方で、行政の継続性を確保

し、信頼感のある行政経営を行う 必要もあり ます。特に、土地利用や都市基盤整

備については、 数十年を見越した計画が必要です。

次期総合計画の策定にあたっては、既存の個別計画の進行・ 実現性に配慮しつ

つ、次期総合計画が個別計画の更新・ 変更の指針と なるよう 、既存の個別計画と

の調整・ 整合を行います。
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図表５ 関係個別計画の期間一覧

年度
計画等名

健康なまちづくりプラン

福祉プラン

地域福祉計画

高齢者保健福祉計画（第３期）
高齢者保健福祉計画（第４期）（予定）

障害福祉計画（第１期）
障害福祉計画（第２期）（予定）

障害者計画
改訂障害者計画（予定）

次世代育成支援行動計画（前期）
次世代育成支援行動計画（後期）（予定）

男女共同参画プラン
次期男女共同参画プラン（予定）

生涯学習プラン
次期生涯学習プラン（予定）

スポーツ振興計画

都市マスタープラン
次期都市マスタープラン（予定）

景観計画（計画期間なし）

森林整備計画

緑の基本計画

総合交通計画（検討中）

水道事業経営プラン

国民保護計画（計画期間なし）

地域防災計画（計画期間なし）

消防計画（計画期間なし）

交通安全計画
次期交通安全計画（予定）

環境保全行政施策推進指針

（三市）一般廃棄物処理基本計画

定員管理計画
次期定員管理計画（予定）

第四次行革大綱

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
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６ 次期総合計画の策定体制

市民と 行政の協働を促進するため、計画策定において多く の市民が参加できる

機会を設けると と もに、行政においては、全職員一丸と なって策定に取り 組みま

す。
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７ 次期総合計画策定ス ケ ジ ュ ー ル

前 後 前 後 前 後 前 後 前 後 前 後 前 後 前 後 前 後 前 後 前 後 前 後 前 後 前 後 前 後 前 後 前 後 前 後 前 後 前 後 前 後 前 後 前 後 前 後 前 後 前 後 前 後 前 後 前 後 前 後

● ● ● ● ●

策定方針説明 基本構想・戦略PJ原案報告 基本構想・戦略PJ案報告 上程 議決

● ● ● ●

基本構想・戦略PJ原案報告 基本構想・戦略PJ案 諮問 答申

●

4.18サニープレイス

●

テーマ（基本構想・戦略PJ原案） テーマ （基本構想・戦略PJ案）

● ● ●

シンポジウム開催、策定関連 基本構想・戦略PJ原案 基本構想・戦略PJ案

●

シンポジウム開催、策定関連

基本構想原案 基本構想案 実施計画

●

募集 提出・審査・表彰

●

策定方針等

基本構想・戦略PJ原案 基本構想・戦略PJ案

基本構想・戦略PJ原案 基本構想・戦略PJ案

基本構想・戦略PJ原案 基本構想・戦略PJ案

●

選任

実施計画策定

実施計画案策定

選定委員会設置 ●

支援委託プロポーザル ●

支援委託

議会

庁内組織

政策会議

策定本部
（市長、副市長、部長）

検討委員会
（課長級）

検討部会
（係長級）

庁内検討プロジェクト
（新規事業検討）

事業担当

広報

ホームページ

政策担当

市民意識調査

まちづくりのための市民
アンケート

パブリックコメント

絵画コンクール

シンポジウム

フォーラム

各種団体との懇談会

地域懇談会

3月 4月

総合計画審議会

11月 12月 1月 2月7月 8月 9月 10月3月 4月 5月 6月11月 12月 1月 2月

策定支援

H20(2008)年 H21(2009)年 H22(2010)年
11月 12月 1月 2月 3月 4月

H23(2011)年

広報・啓発
意見収集

基礎調査

人口推計

5月 6月 7月 8月 9月 10月

総合計画書印刷・製本


